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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（伊藤新一君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、６番竹村議員、８番若山議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長より報告します。 

〇議会事務局長（渡邉敏一君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第３ これより一般質

問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、商業の振興について、２、熊の

出没について、３、環境衛生について、４、水道事

業について、議席番号２番、安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 おはようございま

す。議席番号２番、安藤繁です。通告に従いまして、

質問いたしますので、答弁のほどよろしくお願いい

たします。 

 件名１、商業の振興について、項目１、赤平駅前

周辺や茂尻中心部の再開発について、要旨１につい

てでありますが、赤平駅前周辺では長年営業してき

たパン屋さん、靴屋さん、呉服屋さん、理容店、金

融業、スナックなど多くの商店などが閉店となって

おります。茂尻中心部の消防茂尻分団付近の交差点

でも空き家がひときわ目立っており、中国の作家、

魯迅ではありませんが、多くの市民やお盆に帰省さ

れた方々も生まれ故郷の現況にわびしい思いが募っ

ているのではないかと思います。２か月ほど前の７

月３日付で赤平商工会議所より赤平市議会議長宛て

に令和７年度緊急要望書が提出されました。要望書

の内容は、物価の高騰により地域経済の疲弊が深刻

な状況であり、駅前は空き地や空き店舗が増え、北

洋銀行赤平支店やブロンディが閉店し、急激に衰退

が続いており、至急駅前の再開発について検討し、

実施をしてほしいとの要望書であります。さらに、

今後も閉店の予定の店舗があるというようにも聞い

ております。これほどたくさんの閉店が続くと、当

市にとっても行財政運営上非常に厳しい状況になっ

てくるのではないかと思われます。赤平駅前周辺や

茂尻中心部の店舗が相次いで閉店され、空き地、空

き店舗となっておりますが、市としては現状をどの

ように認識しておられるのかを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 赤平駅前周辺

や茂尻中心部での相次ぐ店舗閉店や空き地、空き店

舗の増加についての現状認識についてでございます

が、物価高騰の中、少子高齢化や人口減少に伴う購

買力の縮小に加え、インターネット通販の利用拡大

など消費構造の変化、後継者不足や建物の老朽化と

いった要因が重なり、人通りやにぎわいの喪失が進

んでおります。こうした状況は、駅前の魅力や住民

生活の利便性の低下につながるなど、定住や交流人

口におきましても大きな支障を来すことが懸念さ

れ、地域経済に影響を及ぼすものと危機感を持って

おります。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ご答弁によります

と、赤平駅前周辺や茂尻中心部の現状について駅前

の魅力や住民生活の利便性の低下につながり、定住

などに大きな支障が懸念され、地域経済に影響を及

ぼすと非常に危機感を持っているということが理解

できました。 

 続きまして、要旨２についてでありますが、今年

の３月の第１回定例会で市長からは市政方針が述べ
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られておりまして、商業振興について地域商業を守

るため商工会議所や商店街振興対策協議会と連携

し、商業の振興に向けた取組を進め、活力あるまち

づくりを推進してまいりますとあります。活力ある

まちづくりに向け、商工会議所や商店街振興対策協

議会などとの連携や赤平駅前周辺や茂尻中心部の再

開発の取組について市長はどのように考えているの

か伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 赤平駅前周辺や茂尻中心部の

再開発への取組についてでございますが、このまち

の将来を見据えた持続可能な地域経済の再生に向け

て、まずは商工会議所や商店街の皆様、関係団体な

どと十分に協議を重ねながら、取組の在り方や実現

可能な手法について検討を進めなければなりませ

ん。行政といたしましても商工会議所から緊急要望

いただいてから総務、企画、財政、商工労政観光、

建設の関係課長で今後に向けての打合せを７月４日

と７月30日の２回行ったところであります。また、

駅前の空き商業施設を取得した企業と今後の活用に

ついて８月２日に打合せを行ったところでありま

す。今後につきましても商工会議所や商店街振興対

策協議会等と持続可能な地域の取組を進めてまいり

たいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 赤平駅前周辺、そ

れから茂尻中心部の再開発の取組につきましては、

商工会議所から緊急要望を受けており、関係課長に

よる打合せを２回行い、駅前の空き店舗を取得した

企業とも今後の活用について打合せを行っており、

商工会議所や商店街振興対策協議会などと持続可能

な地域の取組を進めるということでございます。 

 再質問となりますけれども、市の関係課長による

打合せを２回行い、さらに駅前の空き店舗を取得し

た企業とも今後の活用について打合せを行っている

とのことでありますが、内容はどのようなことが打

合せされたのかを伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 関係課長及び

駅前店舗取得企業との打合せ内容についてでござい

ますが、まずは関係課長による現在の状況把握及び

情報共有について打合せを実施したところでありま

す。また、駅前空き店舗取得企業との打合せでは、

今後賃貸物件としての活用を考えているとの説明を

受け、市としての現況を伝えたところであります。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ご答弁によります

と、関係課長さんによります現在の状況把握及び情

報共有についてまずは打合せを実施したと。さらに

は、駅前店舗取得の企業からは、今後賃貸物件とし

ての活用を考えているという説明を受け、さらに市

としては現況を伝えたということであり、早めに賃

借者が見つかり、活用していただければなというふ

うに思います。 

 続いて、要旨３でありますが、総務省の地域力創

造アドバイザー制度、この制度は地域力を高めよう

とする市町村が地域活性化の取組に関する知見やノ

ウハウを有する地域力創造のための外部専門家、地

域力創造アドバイザーを招聘し、指導、助言を受け

ながら地域独自の魅力や価値の向上の取組を行う場

合、外部専門家に関する情報提供及び招聘に必要な

経費を国が特別交付税の算定対象として財政支援を

していただけるというありがたい制度であります。

令和６年度の制度活用自治体、この数は139自治体、

アドバイザーは93人であり、北海道では近隣では富

良野市、美唄市など５市町村が活用しております。

地域人材ネット、外部専門家制度の取組の内容でご

ざいますが、１つはまちの魅力の維持向上、２つ目

は人の流れの創出、３番目につきましては共通基盤

などがあります。２のまちの魅力維持向上には、中

心市街地活性化、空き地、空き店舗対策、商店街活

性化の取組などがまちなか再生事業として掲載され

ております。赤平駅前周辺や茂尻中心部の再開発に

ついて、地域力創造アドバイザー制度の活用を検討

してはいかがと思いますが、伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 
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〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 議員から提案

のありました地域力創造アドバイザー制度の活用も

含め、様々な方策を研究してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 地域力創造アドバ

イザー制度は、国の特別交付税の算定対象として財

政の支援があり、まちなか再生事業により中心市街

地の活性化には最適な制度ではないかというふうに

思います。俗に山に入って山を見ず、森に入って森

を見ずと言いますが、内部の人には見えないもので

も外部の人には見えること、見えるものがあるよう

でございます。市議会にも緊急要望書が提出されて

おり、議員の一員として私の提案をさせていただい

たところであります。答弁では、地域力創造アドバ

イザー制度の活用を含め、様々な方策を研究すると

いうことであります。ぜひこの制度の活用をしてい

ただきたいと思います。今後次々と商店などが連鎖

してドミノ倒しになり、わびしさや憂いがますます

募るということではなく、商工会議所や商店街振興

対策協議会と連携し、希望のある地域の存続と持続

可能なまちづくりを目指し、商業の振興に積極的に

取り組んでいただくことを要望いたしまして、この

質問を終了いたします。 

 続きまして、件名２でございます。熊の出没につ

いて、項目１、熊の出没と具体的な対応策について、

要旨１について伺います。今年の４月18日、鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一

部を改正する法律案が可決、成立いたしました。こ

の法改正の目玉は、人の生命や身体への危害を防ぐ

ための緊急銃猟制度の創設であります。これまで住

居が集合する地域などでは銃猟は原則禁止されてい

ましたが、新たな緊急銃猟制度では熊などが人の日

常生活圏に侵入し、人の生命または身体への危害を

防止する措置が緊急に必要であって、銃猟以外の方

法では的確かつ迅速に熊などの捕獲などをすること

が困難であり、避難などによって地域住民に弾丸が

到達するおそれのない場合において市町村長が熊な

どの銃猟を捕獲者に委託して実施させることで、こ

れを緊急銃猟というのですけれども、住民の安全の

確保ができることとなりました。緊急銃猟の実施主

体は、市町村長でありまして、迅速な対応と責任の

明確化が図られます。緊急銃猟によって発生した物

損や人身事故に対する補償、賠償は市町村が行い、

委託されたハンターが責任を負うことなく、ハンタ

ーの報酬や手当の適正化、育成確保のための財政的、

技術的支援も国が進めることになっております。法

律の施行は、2025年９月１日にされております。毎

回最近新聞に載っております。これに向け、市町村

ではガイドラインの策定や準備が進められていると

聞いております。渡島管内の福島町で新聞配達の男

性がヒグマに襲われ死亡した事故が発生し、北海道

議会ではこの事故を受けまして緊急的に取り組むべ

き重要案件としてヒグマ対策について多くの議員の

質疑が行われたとのことであります。北海道は、８

月14日に札幌市内の公園で緊急銃猟を想定した訓練

を行い、北海道警察や猟友会など関係機関と対応の

手順を確認したとのことであります。道は、札幌以

外でも同様の訓練の実施を計画しているとのことで

あります。今後の対応にとって大変重要な訓練であ

ると私は思います。当市も訓練に参加して緊急時の

熊対策の向上を図っていただきたいと思います。市

街地での発砲を市町村長の判断で可能とする緊急銃

猟を定めた改正鳥獣保護管理法が９月１日に施行さ

れましたが、当市としては具体的にどのように対応

していくのかを伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 農政課長。 

〇農政課長（安原敬二君） 緊急銃猟制度を含めた

改正鳥獣保護管理法の改正の当市の対応についてで

ございますが、これまで国から緊急銃猟ガイドライ

ンが示されたところであります。今後道主催による

改正された法律の内容を中心に人の日常生活圏にお

ける緊急銃猟に関する説明や実地訓練が予定されて

おります。これらの説明会、実地訓練等に出席する

とともに、今後ヒグマの出没に関し様々なケースを

想定した対応方法等を赤歌警察署員、北海道猟友会
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滝川支部赤平部会の方々と意見交換を行ってまいり

たいと考えておりますので、ご理解いただければと

思います。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 答弁によりますと、

今後開催される説明会、実地訓練等に出席をし、ま

たヒグマの出没に関して様々なケースを想定した対

応方法を赤歌署や猟友会のメンバーと意見交換を行

うとのことでありまして、よろしくお願いいたしま

す。市民の安全確保に効果のある対応策ができるこ

とを私も期待しております。 

 次に、要旨２でありますが、今年赤平での熊の目

撃情報についてはホームページで出没箇所も含めて

掲載されております。ちょっと古いですけれども、

７月16日現在では13か所、空知管内では砂川市や夕

張市に次いで赤平市は多い状況であります。上砂川

町では、現在７人の地域おこし協力隊員がおり、毎

月最終土曜日に町内のにぎわいづくりのため全員で

かみすながわ生活マルシェを主催し、毎回60人が集

まるようです。ドローン国家資格を持ち、普及を進

める地域おこし協力隊員は、小学校でドローン教室

を開くほか、熊の目撃が増え、外出がおっくうであ

るとの悩みを聞き、町内会と連携し、地域住民が屋

外活動でヒグマに遭遇しないようにドローンの監視

や調査をする取組を始めたとのことであります。

2022年６月には、京都府の綾部市で、皆さんご存じ

だと思いますけれども、鹿の駆除をしていた猟友会

のメンバーが仲間を誤射するという大変な事故が発

生しております。男性は、病院に搬送されましたが、

お亡くなりになったということであります。冥福を

お祈りしたいと思います。誠に痛ましい事故であっ

て、あってはならないことだと思います。未然防止

対策をあらゆる角度から図るべきであると感じま

す。北海道猟友会は、71支部全支部に対して自治体

からの発砲要請があっても状況によっては事故の危

険があれば拒否も容認する方針の通知を出したとい

うことであります。誤射による死亡事故が起きた場

合、ハンターの刑事責任が問われる可能性が残るこ

とを危惧してとのことであります。標津町では、市

街地や山間部に出没した熊を捕獲するため、ハンタ

ー同士がお互いの位置の情報を共有できる衛星利用

測位システム、ＧＰＳを搭載しましたクマハブを農

作業支援システム開発販売会社のエゾウィンという

会社でございますが、開発し、商品化をしておりま

す。熊の追跡では、熊の位置が刻々と変わりますの

で、ハンターのリアルタイムの連携が非常に難しい

というふうにされております。各自の移動状況を１

秒ごとに発信し、移動状況を把握できると、この機

械。そして、関係者同士が別ルートで追跡する場合、

誤射や熊の取り逃がしを減らすことが期待できると

いうことでございます。レンタル料も基本のセット

で月額１万円程度と聞いております。今後の熊出没

対策として、ドローンや位置情報共有システムの活

用について市ではどのように考えているのか伺いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 農政課長。 

〇農政課長（安原敬二君） ヒグマの目撃情報につ

きましては、当市に寄せられている件数といたしま

して８月末時点で13件と昨年度１年間の10件を上回

っている状況であります。ご質問のありました熊出

没対策といたしましてドローンや位置情報共有シス

テムの活用についてでございますが、ヒグマが山中

等に逃げ込んだ際の確認、ハンター同士の事故の未

然防止の観点からしても有効な手段の一つと考えて

おります。今後におきましても猟友会赤平部会の方

々との意見交換を通じまして、十分な協議を行って

まいりたいと思いますので、ご理解いただければと

思います。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ８月16日の新聞報

道でございますが、斜里町の羅臼岳で下山中の男性

が熊に襲われ死亡しております。羅臼岳のある知床

半島の世界自然遺産エリアで登山者が熊に襲われた

のは、皆さんもご存じだと思いますけれども、遺産

登録された2005年以降初めてのことだということで

あります。知床半島は、熊が多いところで知られて
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いますが、現在は熊の多い少ないということにかか

わらず、いつでもどこでも熊に襲われる危険がある

と言っても過言ではない状況にあると思います。過

日赤平市内の熊出没箇所を車に乗って回ってみまし

たが、看板が茶色と黄色で非常に、皆さんも見てい

ると思いますが、目立つのに加えまして、さらにピ

ンクのテープが風にたなびいており、大変以前から

比べますと目立って見やすくなっております。危険

箇所の標示としては、非常によくなっており、職員

の皆さんの努力、頑張りを感じられると思いました。

答弁によりますと、熊出没対応策としてドローンや

位置情報システムはヒグマが山の中に逃げ込んだ際

の確認やハンター同士の事故の未然防止に有効であ

り、猟友会とも協議を行うということであります。

今後も当市において熊による痛ましい事故が起こら

ないように、また猟友会のメンバー同士が本当に誤

射などのことで危険な事故に遭わないようにドロー

ンの位置情報共有システムなどが活用され、万全の

防止対策が構築されることを期待して、この質問を

終わりたいと思います。 

 次に、件名３、環境衛生について、項目１、赤平

市合同墓について、要旨１についてでありますが、

ホームページによる赤平市合同墓の案内では、赤平

市では核家族化、少子化により将来における墓地の

管理に不安を抱く市民が増加するなど、墓地に対す

る新たなニーズに対応するため、多くの焼骨を共同

で埋蔵できる合同墓を令和２年に整備いたしまし

た。管理は、市が行いますので、無縁化の心配もな

く安心してご利用いただけます。焼骨１体につき１

万5,000円、市外の人は２万2,500円でございますが、

料金には管理手数料も含んでおり、申請の際１回の

みでその後の支払いはありませんというふうにあり

ます。 

 質問ですが、当市の合同墓は料金が安いので、近

隣の市町の利用者も非常に多く、生前の予約も多い

ということでございます。2,000体収容可能のとこ

ろ、プレート設置場所も既に半分近くに達してきて

いると。増築をそろそろ検討すべきではないかと思

いますが、市の考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） 赤平市合同墓の増

築についてでございますが、令和２年９月から供用

開始となり、令和６年度末で約760体の焼骨が埋蔵さ

れております。当初の計画では、年間66体を30年間

で受け入れ、約2,000体を見込んでおりましたが、こ

れまでの埋蔵された数を平均しますと年間約150体

となり、当初の計画の２倍強となっております。ま

た、生前予約の受付も100件を超えており、今年度内

には1,000体を超えるものと思っております。合同墓

につきましては、管内の自治体を参考に整備をした

ところでありますが、コロナ禍が過ぎ、物価高騰な

ども影響していると思われ、多くの申込みを現在い

ただいているところであります。現在近隣市でも設

置の検討をされていることから、設置されるとなる

と状況が変わることも予想されます。いずれにしま

しても、今後の状況を見ながら方針を決めていきた

いと考えております。プレートにつきましては、埋

蔵数の約50％を見込み、1,000枚を設置できるように

なっており、現在のところ360枚ほどが埋まっており

ます。こちらにつきましても埋蔵数と同様に今後検

討していきたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 答弁によりますと、

当初の計画でございますが、年間66体を長期の30年

間で受け入れ、2,000体を見込んでいたが、これまで

２倍強の約150体となっており、今年度内には1,000

体を超えると予想しているとのことであります。ま

た、近隣市でも設置を検討して、芦別市ではなかっ

たかと思うのですけれども、いるようなので、プレ

ートと併せて状況を見極め、方針を決めるというこ

とであります。高齢化が年々進んでおり、また社会

の傾向としてお墓を建てないで納骨堂や合同墓を利

用するといった最近の傾向がございます。今後も利

用者が増えるのではないかというふうに予測されま

す。近隣市でも設置を検討しているところもあるの

で、非常に判断の難しい面はあろうと思いますが、
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ご検討いただき、プレートも含めて遅れることなく

適切な時期の増築をお願いしたいと思います。 

 続いて、要旨２についてでありますが、赤平市の

合同墓の納骨堂のお参りする場所、直接お参りする

場所なのですけれども、これは下がコンクリートで

固められて非常に立派になっておりますけれども、

周辺につきましては数年前まで舗装などはされてお

りませんで、車椅子の墓参者がお参りするのに路面

が凸凹であり、さらに納骨堂のコンクリート部分と

そこに至る部分のところに段差がありましたので、

付添いの方が車椅子を持ち上げることが非常に大変

であるということを聞きまして担当課のほうに改善

を依頼いたしました。早々に再生アスファルトで簡

易舗装していただきまして、本当にありがとうござ

います。関係者も非常に喜んでおります。しかしな

がら、現在は再生アスファルト劣化が激しいという

ことで経年劣化をしておりまして、小石が表面に浮

き出ておりまして、車椅子での墓参者にはまた厳し

い状況になって、前よりはかなりいいのですけれど

も、またちょっと厳しい状況になっていると思いま

す。車椅子での墓参者が気軽に、そして安心して、

付添いの人も安心してお参りができるように合同墓

付近を舗装してはいかがかと思いますが、伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） 合同墓付近の舗装

についてでございますが、高齢者の方や足の不自由

な方でもお参りできるよう合同墓の近くに駐車スペ

ースを設けており、昨年再生アスファルトを敷き、

利便性を図ったところであります。駐車場からの通

路につきましても傾斜はそれほどきつくはなく、大

きな段差はないものと思いますが、議員ご指摘のこ

とも踏まえ、今後研究してまいりたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 この墓参につきま

しては、車椅子の墓参者だけではなくて、身体に障

がいのある方や年を取り歩行が思うようにいかず、

ちょっとした段差でもつまずくという方もおりま

す。先ほども申しましたけれども、再生アスファル

ト、本当にありがとうございます。しかしながら、

再生アスファルトは、劣化がやっぱり普通のアスフ

ァルトに比べて早いものですから、駐車場の全面と

は申しません。駐車場の全面といえば、結構な面積

になりますので、車を止めて、そして車椅子を降ろ

して、車椅子に座らせてお参りする、その範囲の場

所だけでも結構だと思いますので、舗装していただ

くことを検討していただきますことをよろしくお願

いいたしたいと思います。 

 次に、要旨３でありますが、合同墓の整備、清掃

の管理業務は３人で行っているようです、受託業者

が。平日は、朝から墓地のチェック、私も行ってい

ますけれども、朝ちょっと早く行ってみましたら、

もう来ておりましていろいろチェック、掃除してお

りました。土日は、昼までの作業、管理に当たって

いるということでございます。私も先ほど申しまし

たように何回かここに足を運んでおりましたが、供

花の整理、それから周囲の清掃、非常によく行き届

いております。墓参者も気持ちよくお参りができる

のではないかと思っております。管理を担っており

ます受託業者も誠意を持って管理を遂行していると

いうことを実感させるところでございます。先ほど

あれですが、年を追うごとに墓参者の数がどんどん

増えておりまして、管理業務も多忙になってきてい

るようでございます。加えて、近年人件費や諸物価

も大幅に高騰をしております。管理費についての見

解を伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） 合同墓の委託管理

についてでございますが、例年新年度予算を計上す

る際に見積りを徴収しておりますが、人件費は高騰

しており、また今年のようにお盆期間が平日になる

と前の週の土日や祝日にも多くの墓参者が訪れるこ

とがあると思います。これらを含めて委託の内容等

につきましても検討していきたいと考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 納骨数でございま
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すが、想定以上に増えており、その分墓参者も増え、

供花などの整理も周囲の清掃も手間がかかります

が、先ほど申しましたように管理が非常によく行き

届いていると思います。ご答弁では、人件費なども

高騰しており、委託内容などについても検討したい

とのことであり、よろしくお願いいたします。 

 続いて、要旨４でありますが、赤平市合同墓のご

案内の中に合同墓の利用の流れが掲載されており、

申請から納骨当日までの流れが掲載されておりま

す。申請についての説明の中に、受付は５月１日か

ら11月30日の間の土日祝日、年末年始などの市役所

閉庁日を除く午前９時より午後４時までとなります

となっております。また、納骨日時の決定の説明で

は、納骨は５月から11月の積雪期以外の日曜日午前

９時より正午までとあります。申請の受付は、一年

を通して受付しておりますが、納骨は積雪時を除い

てとのことであります。冬期の積雪時にお亡くなり

になった方のご遺族にとりましては、近い方はよろ

しいのですが、遠方の方や道外の方は遺骨を持ち帰

ってまた遺骨を持参するということになる方もおり

ます。納骨は、積雪期を除くとのことですが、ご遺

族の立場に立って考慮し、冬場も納骨できるように

してあげてはいかがか伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） 冬期間の納骨につ

いてでございますが、現在合同墓に限らず、冬期間

墓地、霊園は道路や階段は滑りやすくなり、墓参者

の安全確保が非常に難しいことから、墓参や納骨に

は対応しておりません。遺族の諸事情はあるかと思

いますが、積雪地にあります屋外の墓参や納骨の状

況は５月以降にされるケースが多く見られ、これら

を踏まえ、墓参者の安全確保や維持管理を含め、安

置するにふさわしい時期に納骨されることが望まし

いと思っております。引き続き５月から11月までの

期間に納骨をお願いしたいと考えておりますので、

ご理解ください。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ご答弁のとおり、

冬期間は納骨には本当に非常に難しいものがある

と、あそこは特に坂になっておりますので、ちょっ

と車大変かなと思います。しかしながら、ご遺族は

積雪期に納骨ができず、持ち帰り、再度赤平まで来

ると。内地のほうで飛行機で来たり、そのためにま

たいろんな時間を取ったりで多くの時間と旅費など

の経費がかかり、大きな負担と個人にとってはなり

ます。ご遺族の財政負担と再度赤平まで納骨に来る

不便を熟慮いただき、冬期の納骨管理について再度

ご検討していただきますよう要望いたしまして、こ

の件についての質問を終了いたします。 

 次に、件名４、水道事業について、項目１、水道

事業の今後の運営について、要旨１についてであり

ますが、７月の11日の行政常任委員会において水道

事業の今後に関する比較検討結果について上下水道

課より説明がありました。水道事業は、当市の将来

にとって非常に大きなテーマでありますが、比較試

算結果の説明資料は細部にわたる説明がなく、枚数

も４ページと非常に簡素なものでありました。この

資料については、当市の上下水道課で作成したもの

ではないかと思われ、我田引水との臆測を生じかね

ないという感じでございます。外部委託をして、例

えば広域受水案では送水ポンプ場の建設、建物の面

積や送水管の滝川から赤平までの経路図面、送水ポ

ンプの種類や設置箇所、台数、さらに用地取得の具

体的場所や面積、またそれぞれに係る経費などを含

めて詳細に整理したものを作成し、説明すべきでは

なかったかと感じたところであります。しかしなが

ら、９月２日に再度行政常任委員会が開催されまし

て、水道事業の今後に関する比較検討結果について

の試算は平成元年度の上下水道一体の広域連携によ

る公共施設等運営事業可能性調査がベースになって

おり、改めて試算しても同じ結果になるとの確認が

取れたと説明がありました。検討内容についても要

点記録をまとめたものを行政常任委員会として要求

したところ、提出できるとのことでございますので、

要旨１についての質問は今回は取りやめをいたした

いと思います。 
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 次に、要旨２についてでありますが、比較試算の

結果の数値は60年間という長期な比較であります。

一般的に考えますと、５年、10年ごとの比較も必要

と思われます。また、この資料では水道料金につい

て具体的な金額について触れられておりません。単

独更新した場合と広域受水で事業を開始した場合の

水道料金は、それぞれ幾らになるかは市民にとって

は大きな問題であります。このことについてどのよ

うに考えておられるのかを伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 水道料金への影響につきまし

ては、市民生活に直結する極めて重要な事項である

と認識しております。今回の比較におきましては、

広域からの受水と単独更新のいずれが市民にとって

有利であるかという観点から、いずれも赤平市にて

独自に試算、検討を重ね、その結果、長期的に見て

単独更新のほうが市民負担を抑えられるという結果

となっております。したがいまして、広域から受水

するよりも単独更新のほうが市民負担を抑えられる

結果ということは、当然水道料金も単独更新のほう

が抑えられるものと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 再質問でございま

すが、答弁では広域から受水するよりも単独更新の

ほうが市民負担が抑えられるという結果ということ

は水道料金も単独更新のほうが抑えられると考えて

いるとのことでありますが、市民からは広域加入し

たほうが水道料金を納める世帯が多くなりますか

ら、将来的にはその分金額は安くなるのではないか

というお話があります。広域と単独で運営した場合、

将来、例えば５年、10年、20年後の水道料金はそれ

ぞれどのぐらいになるのかと考えているのか伺いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ご質問の広域への加入と単独

で運営した場合、将来の水道料金がどのくらいにな

るのかという点についてでございますが、まず広域

に加入した場合の水道料金につきましては、広域水

道企業団において今後必要となる施設整備や更新費

用を踏まえた詳細な試算が行われなければならず、

本市独自で具体的に算定することはできません。そ

の上で重要な点を改めて申し上げますと、広域から

水を購入する場合の費用と本市が単独で施設を更新

し、運営する場合の費用とをいずれも赤平市にて独

自に試算、比較した結果、トータルの費用は単独の

ほうが安価となるという試算結果でございます。ご

指摘のように、広域に加入すれば給水世帯数が増え

ることから、いわゆるスケールメリットによって赤

平市の水道料金は現在より下がるのではないかとい

うお考えも理解はできます。しかし、その場合にメ

リットを受けるのは、世帯数の少ない赤平市でござ

いますが、一方でその負担を分かち合うことになる

のは既に加入している構成市町でございます。そう

なりますと、赤平市が広域に加入することによって

広域の水道料金は現在より上がる可能性が高いと考

えております。このような事態が予測、予想される

とすれば、既に広域に加入している構成市町の住民

感情から考えてみても広域加入は極めて難しいもの

と考えており、可能性のある選択肢として広域から

の受水と単独更新を赤平市独自による試算にて比較

検討をしたものでございます。以上のようなことを

踏まえますと、広域に加入した場合と単独運営の場

合での水道料金の試算をするまでもなく、市民負担

を抑えるためには単独での更新が適切であると赤平

市としては判断しているものでございます。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 今日も朝新聞に載

っておりました。ご答弁によりますと、当市が広域

に加入した場合の水道料金の算定につきましては広

域水道企業団の今後の施設整備費、さらには更新、

修繕料も含むのでしょうけれども、そういったもの

を踏まえた詳細な試算が必要であり、これは広域で

なければ、本市独自では算定できないということ、

さらに広域のもう既に入っている市町とのあつれ

き、そういったものが生じる可能性があるというこ

とについては理解をできました。また、当市では広
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域から水を購入する場合と単独更新し、運営する場

合の費用、いずれの試算も赤平市で独自に試算をし

ておると。そういった面では、単独のほうが単価が

安くなるという結果だと。このことから、水道料金

の試算をすることもなく、単独更新が適切であると

いうことで判断をしたということでありますが、や

はり広域加入をしたほうが水道料金が安いのではな

いかとの市民の疑念が完全に払拭できないのかもし

れません。過日２回行われました行政常任委員会で

も非常に様々な質問が出ておりました。今後要点記

録など、当市の積算根拠の詳細な資料、そういった

ものも出てくるのではないかと思います。具体的で

分かりやすく納得のいく説明により、理解を深める

努力が今後も必要と思われるところでございます。

胎児や新生児では体重の75％から90％、成人の場合

でも60％から65％が水分で構成されているというこ

とでございます。市民にとっては、安全で安定した

おいしい水の供給とできるだけ安価な水道料が設定

されるということが一番好ましく、そのことが一番

の関心事であると思われます。市は、赤平市単独で

水道事業を行っていくという方針とし、今朝の新聞

にかなり大きなスペースを取って掲載されておりま

す。今後市民に対しても、やはりもう４月からいろ

いろ始まっているわけですから、２回もそういった

ことで市で単独でやるというようなことが出ており

ますので、あかびら広報、それからホームページ、

住民懇談会など、こういったことを通じて市民に懇

切丁寧に説明していくことが必要ではないかと思わ

れます。水道事業の運営については、職員の皆さん

には難題が山積みで本当に大変なご苦労だと思いま

すけれども、あらゆる生命の源であるのが水であり

ます。安定供給に向かって今後も頑張っていただく

ことを要望いたしまして、私の全ての質問を終了い

たしたいと思います。どうもありがとうございます。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１０時４９分 休 憩） 

                       

（午前１１時００分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序２、１、一般行政について、議席番号１

番、今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 議席番号１番、参

政党の今野宙でございます。通告に従い、質問させ

ていただきますので、ご答弁のほどよろしくお願い

いたします。 

 件名の１、一般行政について、項目の１、水道の

水質について伺いたいと思います。まず、要旨の１、

近年、昨年度頃からニュースメディアなどでＰＦＡ

Ｓというものなのですけれども、などの水質問題が

多く報道されております。多くの自治体で基準値を

超える報告が上がっており、10倍以上の基準値を超

える報告も上がっているということで、それに伴っ

て専門家の方々からの意見も今広がってきている状

況であります。このＰＦＡＳとは、一体何なのかと

いうことなのですけれども、これが有機フッ素化合

物、フッ素、いろんな種類あるのですけれども、そ

の総称でありまして、自然界には存在しない物質で

あるということです。日常で一般的に使用している

例としては、フッ素加工されているもの、例えばフ

ライパンですとか、そういうのとか防水加工されて

いるもの、洗剤であったりとか、あとは今工場とか、

半導体の工場などでも使われているものということ

です。日常生活の中で多くの場面で使われているも

のなのですけれども、それが土壌汚染だったり、地

下水、水源地などの水に流れ込んでいるというよう

な状況になっているということです。ニュースメデ

ィアなどでの報道では、これが健康被害に影響が出

る可能性があるということで指摘されていることか

ら、国もこれに関しては調査に動き始めているとい

う現状になっております。それに関してこの以降赤

平市においても調査を行っていると思いますが、ど

のような調査を行ったのかと、その調査内容と結果

についてまず伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（平田亘君） 本市におけるＰＦＡ
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Ｓの水質検査についてですが、まずＰＦＡＳのうち

ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡにつきましては厚生労働省に

おいて令和２年度に水質管理目標設定項目として位

置づけられ、暫定目標値が合算で50ナノグラム毎リ

ットルと示されております。本市における水質検査

につきましては、北海道薬剤師会公衆衛生検査セン

ターに委託して実施しており、令和６年度に行った

検査の結果ではいずれの項目においても検出されて

おりません。また、今年度におきましても既に検査

を実施しており、現在その結果を待っているところ

であります。結果が判明次第、速やかに公表いたし

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ２点お伺いしたい

と思うのですけれども、今の暫定目標値が合算で50

ナノグラム毎リットルという基準だと思うのですけ

れども、昨年の令和６年度の検査結果では検出され

なかったと、されていないということでしたが、こ

れが全く検出されていなかったのか、ゼロという認

識でよろしいのか、もしくは基準値以下だったとい

うようなことなのか、もう一度伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（平田亘君） 昨年の検査結果にお

きましては、ゼロとは言えませんが、数値に表れな

い程度のものというところです。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。数値に表れないということです。 

 もう一点なのですけれども、今年度においても検

査実施済みということでしたが、その今結果を待っ

ているという状況ということで、この結果自体がい

つ頃出る予定なのかと、あと速やかにそれを公表す

るということだったのですけれども、どういった形

での公表を考えているのか、もう一度伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（平田亘君） 検査結果につきまし

ては、毎年行っております水質検査と同じく、今月

のできれば末のあたりで公表したいと思います。公

表の方法は、ホームページで掲載したいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。であるならば、今月中に結果が出て、今月の

末に公表していただけるということでかしこまりま

した。 

 続いて、そのまま要旨の２に移りたいと思います。

今回のこういった件を踏まえて水道の水質につい

て、市民の方がより安心して水道を使っていただけ

るように赤平市としては今後どう対応していくのか

ということで市長の考えを伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（平田亘君） 今後の水質管理の対

応についてですが、まず国におきましては水質基準

に関する省令の一部を改正する省令及び水道法施行

規則の一部を改正する省令が令和７年６月30日に公

布され、令和８年４月１日から施行されることとな

っております。これにより、ＰＦＡＳをはじめとし

た項目について水道水質の定期的及び臨時の検査が

新たに義務づけられることとなりました。本市にお

きましてもこの改正を踏まえ、令和８年度からは年

４回の検査を追加し、水質の変動を的確に把握して

まいります。あわせて、異常の早期発見に努め、安

全な水の安定供給を確実に行ってまいります。市民

の皆様の健康を守り、安心して水道水をご利用いた

だけるよう引き続き厳正かつ継続的な監視体制をも

って水質管理に取り組んでまいります。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。もう一度お伺いしたいのですけれども、今担

当課長さんのほうから答弁ありましたけれども、こ

れ通告でも市長に私伺っております。最高責任者で

ある市長も今の担当課長の答弁と同じ考えで、安全

な水質管理取り組んでいくというような考えで間違

いないのか、もう一度確認します。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今担当の上下水道課長のほう

から答弁させていただきましたけれども、今お話で
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は市長の考えを伺いたいというお話だったのですけ

れども、市の行政内部では様々な法律を取り扱って

おります。水質検査についてもそれぞれの法律にの

っとって実施するものでございますから、市長の考

えというよりも法で定められたとおりに法にのっと

って実施してまいりたいというふうに考えておりま

すし、今担当課長のほうから申し上げたとおり、私

も同様の考えでございます。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 かしこまりました。

ありがとうございます。内容としては、来年度以降

も国の法にのっとってということもありまして、検

査回数を追加して管理を強化していくとのことでし

たので、市民の方が安心して今後も使えるように監

視体制のほうよろしくお願いいたします。この質問

はこれで終わりたいと思います。 

 次の項目の２に関して、地域おこし協力隊につい

て伺っていきたいと思います。まず、要旨の１、本

年度より新しくまちの魅力発信、移住、定住促進と

いうことで２名の採用となりました。まず、現在具

体的にどういった動きをされているのか、また今の

活動状況についてまず伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 地域おこし協力隊の活

動状況についてでございますが、今年度より新たに

まちの魅力発信・移住定住促進部門を立ち上げ、２

名の隊員に着任いただいたところでございます。隊

員は、日中市コミュニティセンター別館を拠点とし、

主に市公式ＳＮＳへ掲載する記事の取材や執筆に当

たっておりますが、土日や祝日、夜間に取材を行う

こともまれにございます。また、それぞれの経験を

生かした活動にも取り組んでおります。５月に着任

した岡村隊員は、スポーツ新聞記者、フリーランス

ライターとしての経験を生かし、詳細な取材に基づ

いた読み応えのある記事の執筆に尽力しておりま

す。また、岡村隊員の提案を受けまして空知管内で

は２例目となる自治体公式ノート、こちらを６月１

日に開設したところであります。これまでに岡村隊

員が執筆した記事を11本掲載しておりますが、今後

も内容を充実させ、市の様々な情報を書きためてく

れるものと期待しております。６月に着任しました

金山隊員は、市の公式インスタグラムやフェイスブ

ックでの情報発信に加え、自身の発案により赤平市

内でのレンタサイクル事業の準備を進めておりま

す。この事業は、赤平キャンプブレークの開催期間

中の９月20日、21日に試験的に実施をする予定であ

ります。両隊員とも赤平市での生活に徐々に慣れま

して、担当職員と連携しながら業務の流れを確立し

つつあります。今後は、これまで進めてきた情報発

信をさらに充実させ、まちの魅力発信、移住、定住

促進に貢献できるよう担当課といたしましても全力

で支援してまいります。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。非常にいろいろ活動されているということで、

２点お伺いしたいと思うのですけれども、まず今新

しく市内でレンタルサイクル事業を準備して進めて

いるということだったのですけれども、非常にいい

取組だなと自分思いまして、これは赤平市としては

新たな試みの事業だと思うのですけれども、具体的

な内容について伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） レンタサイクル事業に

ついてでございますが、この事業は地域おこし協力

隊からの提案を受けまして試験的に実施するもので

ございます。まずは、５台の自転車を用意いたしま

して、交流センターみらいに駐輪スペースというも

のがありまして、そちらを設けまして、ヘルメット

と自転車を無料でお貸しする予定でございます。実

施は、赤平キャンプブレークの開催期間中というこ

とで９月20日から21日の２日間としておりまして、

市外の方が来られたときに駅を中心にいろんな赤平

のところを見ていただきたいと思いまして、そうい

った事業を自転車のできる範囲で雪が降るまでの間

実施してまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 
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〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。非常にいい事業だと思いますので、前向きに

進めていただきたいなと思っておりまして、もう一

点お伺いしたいのですけれども、現在ＳＮＳで魅力

を発信していくということで、主にインスタグラム

とフェイスブック、あとは公式ライン、新たに始め

たノートなど、これも管内では２例目ということで、

今のレンタルサイクルも含めて新たな動きが今赤平

市の中でも出てきているかなと思っているところで

す。今は、まだ主に既存のＳＮＳ媒体、今言ったイ

ンスタグラム、フェイスブック、ラインを中心に情

報発信をしているという状況だと思うのですけれど

も、現在公式のＸアカウントが今は市としてないこ

とだったり、公式ユーチューブチャンネルに関して

もほとんど更新が停滞しているような状況となって

いるかと思いますので、今使っているもの以外のほ

かの媒体も効率的に活用していくとよりよい方向に

行くのではないかなと思っているのですけれども、

今後の展開についての考えをもう一度お伺いしたい

と思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 地域おこし協力隊が来

ましてから今まだ４か月ほどなのですけれども、当

面は今あるインスタグラム、フェイスブック、ライ

ン、ノートを中心に進めていくことにしますが、今

後慣れてきましたらそちらのほうも徐々にやってい

けるような体制を組んでいければなというふうに思

っております。今後は、効果も検証しながら、ほか

の媒体の活用についても地域おこし協力隊と引き続

き協議しながら進めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。 

 その流れで、続いて要旨の２に行きたいと思いま

す。まだ今年始まったばかりで期間は短いのですけ

れども、ＳＮＳ有効活用の効果ということで、そう

いった反響だったり、移住、定住につながるような

事例がこの期間でもしあれば伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） ＳＮＳ活用の効果、反

響、移住、定住につながる事例があったのかという

ことについてでございますが、市の公式ＳＮＳの内

容が充実したとのお声を地域おこし協力隊員が直接

数件今頂戴しているところでございます。一定の反

響はあったものと認識しております。しかしながら、

議員ご指摘のとおり隊員が着任してまだ２か月から

４か月程度という短い期間であるため、それ以上の

反響や移住、定住につながるような具体的な事例に

ついては現時点でお伝えできるものがない状況でご

ざいます。隊員が着任してから市の公式ＳＮＳで発

信した記事の閲覧人数は、重複を除きますと１つの

記事でおおむね600人、最も多い記事では849人とな

っておりまして増加傾向にございます。具体的な成

果が現れるには、発信する内容を一層充実させると

ともに、粘り強く継続することが重要であると考え

ております。今後も積極的に発信を続け、より多く

の方に赤平を知っていただき、ＳＮＳ活用の効果や

反響をさらに高め、移住、定住につながるご縁が生

まれるよう努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 なかなか期間が短

いので、これはちょっと難しいのかなということで

今後に期待するということだと思います。 

 そのまんま要旨の３に入りたいと思います。市外

の方ですとか若い世代には、特にＳＮＳというのは

非常に効果的だと考えております。特に今回に関し

ては、まちの外に発信するという意識が強いのかな

というふうに思っていまして、そういった中での有

効的な活用の中で結果としては移住、定住につなが

るようなしっかりとした連携とか、そういった体制

の強化が非常に重要になってくるのではないかとい

うふうに考えているのですけれども、そういったこ

とも含めて今後の展開について考えがあれば市長の

考えを伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 
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〇市長（畠山渉君） ＳＮＳの有効活用に向けた連

携、体制の強化についてでございますが、地域おこ

し協力隊まちの魅力発信・移住定住促進部門の発足

により赤平市公式ＳＮＳを活用した情報発信を強め

ているところでございます。隊員の業務が軌道に乗

るにつれて情報発信の回数も徐々に増加しており、

今後も担当職員が連携を密にしながら隊員の活動を

しっかりと支援してまいりたいと考えております。

また、市の公式ＳＮＳにつきましては、地域おこし

協力隊員だけでなく市職員による発信回数も増えて

いる状況にあります。当面は、これらの取組を継続

し、発信内容をさらに充実させるとともに、その効

果を検証してまいります。そして、その結果を踏ま

え、今後の展開についての検討を進めてまいりたい

と考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。再度お伺いしたいのですけれども、今、今後

現在の効果検証をしていくということだったのです

けれども、その効果検証の時期というのはいつぐら

いを考えているのかということで、年内なのか新年

度なのかということで、そちらをお伺いしたいと思

います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 効果検証の時期につい

てでございますが、公式ＳＮＳについては閲覧回数

などの経過を随時取りまとめております。そして、

この結果につきましては、年度ごとに実績をまとめ

まして、その効果をその年度以降に検証しまして取

り組んでまいりたいと今のところ考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。年度ごとに検証していくということで、あと

もう一点、これ市長に伺いたいと思います。今回の

目的として、まちの魅力発信、移住、定住促進とい

うことで新事業として動き始めたわけなのですが、

それになかなかつながっていかないというと、それ

はまた本末転倒になっていくのかなというふうに思

っていまして、より協力隊の方もまちのすごくいい

魅力だなとか、自信を持って発信できるような、そ

ういう移住、定住政策ですとか、そういうのを強化

して打っていく必要もあるのではないかなと思って

いて、ＳＮＳをまちの外の人が見たときに住んでみ

たいなって思うような、そういう魅力ある政策も協

力隊の方の活動と一緒に同時進行で行いながら進め

て強化してやっていく必要があるのではないかなと

いうふうに思っていまして、より移住、定住につな

がるように動いて同時進行でやっていったほうがい

いのではないかと思うのですけれども、その辺はい

かがお考えでしょうか。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 移住、定住政策についてでご

ざいますけれども、今後も魅力あるまちづくり進め

ていき、それらの情報を今おっしゃっておりました

ＳＮＳなど通じまして発信していくということで、

まずは赤平市を知っていただくと、そして赤平市に

訪れていただくと、また将来的には赤平市に移住し

ていただくということを目指してまいりたいという

ふうに考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。非常に力は入れていくということで、ありが

とうございます。今回まだ始まったばかりというか、

新しい試みでありますから、先ほどの効果検証もし

ながらどういうふうにやっていくのか、よい方向に

進めていただけたらいいなというふうに考えており

ますので、今後の展開を期待してこの質問は終わり

たいと思います。 

 次の項目の３の質問に参ります。友好都市加賀市

についてお伺いしていきます。要旨の１、今回は周

年ということで、そういったきっかけもありまして

20年ぶりの交流再開といったことで現地での直接の

対話もあったかと思いますので、そういう中でどう

いった意見交換があったのかと、あとは３日間全体

を通してどういった見解であるのかという市長の見

解を伺いたいと思います。 
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〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 友好都市であります石川県加

賀市への訪問事業についてでございますが、８月29

日から31日までの３日間、赤平市から訪問団として

私をはじめ、友好委員会会長、市議会議長、商工会

議所会頭、火太鼓保存会など総勢18名で加賀市の記

念式典に出席してまいりました。現地では、宮本加

賀市長、今津市議会議長をはじめ、約50名の加賀市

の皆様が友好都市交流30周年のお祝いにご参加いた

だきました。交流休止から20年ぶりの訪問団再開を

契機として、宮本加賀市長より子々孫々まで交流の

絆をつなぎたいとのご挨拶をいただき、私もすばら

しいご歓迎の場をいただきましたことへの感謝の思

いと今後も様々な分野で交流を深めてまいりたいと

お伝えしてまいりました。その後両市議会議長の祝

辞が述べられ、お互いの市から記念品が交換されま

した。赤平市からは、空知単板工業の木製オブジェ

とコチョウランを贈呈し、加賀市からは日本を代表

する伝統工芸品の九谷焼の飾り皿を贈呈いただきま

した。式典後の祝賀会では、赤平火太鼓の演奏が披

露され、加賀市の皆様の心に響く勇壮で見事なばち

さばきに拍手喝采が沸き起こりました。２日目は、

２コースに分かれ、加賀市の北前船の歴史や九谷焼

美術館などを視察し、加賀市を代表するお祭り、ぐ

ず焼まつりを見学いたしました。動橋駅前のイベン

トでは、来賓として挨拶をさせていただきまして、

その後大観衆の前で火太鼓の演奏を披露し、その一

糸乱れぬ息の合った演奏にアンコールが沸き起こる

という盛り上がりを見せたところでございます。友

好都市交流の再開は、双方のまちの発展につながる

という強い思いに共感することができた３日間であ

ったものと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 非常にいい交流に

なったということで、引き続いて要旨の２に移りた

いと思うのですけれども、引き続いて本年の11月に

加賀市から今度は赤平市への訪問ということも予定

されていると思うのですけれども、今回の３日間の

訪問も踏まえた上でどういった形での迎え入れを今

現状考えているのかということで、一応分かる範囲

でこれはお伺いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 加賀市から赤平市への

訪問についてでありますが、現在加賀市では10月の

５日に市長、市議会議員選挙が控えておりまして、

それが終わってからの訪問になるかという予定で考

えてございます。今回の加賀市への訪問を踏まえま

して、内容につきましては加賀市の皆様が赤平市の

よさを知っていただくことはもちろん、赤平市と加

賀市ゆかりの場なども視察しまして今後の友好をさ

らに深めていけるよう赤平市・加賀市友好委員会に

おいて協議していく予定でございます。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。まだ不確定な要素もあるので、今後検討して

いくということです。 

 次の要旨の３にそのまま移りたいと思います。今

後、来年度以降もそうなのですけれども、今回の交

流再開を機に来年度以降赤平市としてはどういった

交流とか関わりをしていく考えに今あるのかという

ことで市長の見解を伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 来年度以降の友好交流事業に

ついてでございますが、文化、教育、産業など様々

な分野での交流を図ってまいりたいと考えておりま

す。特にこのたびの訪問で赤平の郷土芸能でありま

す火太鼓保存会の見事な演奏は、幅広い年代を超え

て加賀市の皆様に感動をもたらすものとなりまし

た。加賀市の同年代の子供たちとも一緒に交流する

機会を持つことができ、未来への友好の絆をつない

でいくためにはこれからの世代への継承が必要であ

ると感じたところであります。今後も加賀市との友

好交流事業を通じて両市の発展と、これからも友好

を深めていけるよう赤平市としても一層努力してま

いりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 
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〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 本当に非常にいい

交流再開となったのかなというふうに自分も感じて

おります。今市長おっしゃられたように、次世代へ

の継承が必要であるということですとか、郷土芸能、

そういった歴史とか、文化、教育、産業、自分も本

当にこれ大切なことだと考えておりますので、そう

いったいろんな団体とか、イベント、交流が今だん

だん、だんだん少なくなってきて、なくなってきて

いるような状況に各自治体なってきているのかなと

いうことで、その維持も大変な状況になってきてお

りますから、今回の交流を機にそういったことにも

より一層市長には目を配っていただきたいなという

ふうに思っています。まず、やっぱり動き出してみ

てやっていくということは大切だと思いますので、

今回の加賀市の交流再開もそうですし、先ほどのま

ちおこし協力隊とか、赤黒とか、赤平市としても新

しいことを今だんだん始めてきていますので、そう

いうふうに動き出せば、それが発展していきますの

で、加賀市もいろいろな最先端事業に前向きに取り

組んでいる都市でございますから、そういうところ

もお互いが相乗効果になるように今後交流をより深

めていってもらいたいなということを要望して、次

の質問に入りたいと思います。 

 項目の４、市民おどりの火噸節について伺ってい

きます。要旨の１、本年度から市民おどりの火噸節

が全国大会に参加するということとなりました。関

係団体の方々からいろいろな要望などもあったと思

いますけれども、今回の支援体制について伺ってい

きたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 市民おどり火

噸節の全国大会参加に伴う支援体制についてでござ

いますが、今年10月に山口県で開催される第60回全

日本民謡指導者連盟研究集会において全国から500

名以上が参加する指導者に対し、赤平火噸節保存会

のメンバー５名が指導することになりました。赤平

火噸節をＰＲする機会でありますので、赤平観光協

会からＰＲ活動の推進費用として支援がされたよう

でありますし、市のまちづくり活動推進事業補助金

により衣装を一新する予定となっております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 衣装などいろいろ

支援していくということで、それに引き続いて要旨

の２、今回のこういった全国大会参加、出場という

機会も踏まえて今後のそういった官民での火噸節保

存会の方々との協力体制ですとか、支援などについ

て今どう考えているのか、市長の見解をまず伺いた

いと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今後の官民での協力体制や支

援などについてでございますが、赤平市の伝統ある

市民おどり火噸節は、火噸節保存会の皆様が地域の

ために世代を超えて踊りを指導しながら火まつりを

盛り上げていただいていることに対しまして感謝申

し上げたいというふうに思います。今後も市民の皆

様方と共に火噸節を赤平の誇る文化資源として次世

代に引き継いでいけるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。次世代に引き継いで大切にしていくといった

考えであるということは、十分理解できました。今

保存会の皆様もやはり人員が減少傾向にありまし

て、会の維持も厳しくなってきていると伺っており

ます。今18名ほどで、そのうち子供さんが４名ほど

というふうに伺っておりまして、官民での協力もも

っといろんな形でできるのではないかなと考えてい

て、保存会の方々としてもそういうところをしっか

り協力しながら様々な場面で官民で盛り上げていき

たいというお話しされておりました。会員を増やし

ていくであったりですとか、例えば火まつりの市民

おどりへの参加団体を、なかなか今参加団体も少な

くなってきていると思うのですけれども、そういう

参加団体を少しずつ増やしていけるような、今も十

分努力されているのは重々承知なのですけれども、

そういういろいろなことをやっていくとか、ほかに
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もそういったより様々な形で協力しながら盛り上げ

ていく方法はあるのではないかなというふうに思っ

ております。そういった人と人とのつながりだった

りですとか、先ほどもありましたこういった文化、

歴史継承を大切にするという、いろいろな方法を考

えながら守っていただきたいなと思っております。

保存会の方々も今回の全国大会参加を機により官民

で協力を深めていきたいということをおっしゃられ

ておりましたので、今後行政としてもいろいろな形

でつながりながら盛り上げていただきたいなと思っ

ております。そちらを要望して、私の全ての質問は

終わりたいと思います。ありがとうございました。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時３３分 休 憩） 

                       

（午前１１時４５分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序３、１、地域おこし協力隊について、２、

赤平市コミュニティ広場について、３、まちのＰＲ

について、議席番号４番、丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 議席番号４番、

公明党、丸山勝正です。通告に従い、質問いたしま

すので、ご答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

 件名１、地域おこし協力隊について、項目の１、

地域おこし協力隊の活動についてでございますが、

先ほど同僚議員から質問がございまして、要旨の１

につきましては取下げさせていただきます。その答

弁にありましたが、道のイベントですとか、赤平キ

ャンプブレイクにも参加予定とのことで大いに活躍

の場を広げていっていただきたいなというふうに感

じました。どうぞよろしくお願いします。 

 その上で再質問を用意しておりましたので、させ

ていただきます。今後赤平市の公式ユーチューブチ

ャンネルの更新等の広報活動も協力隊の方が担って

いただけるのかどうかと。公式チャンネルは、長ら

く更新されていない…… 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員、取下げしました

ので、質問はできませんので、取り下げたので、申

し訳ないですが。 

〇４番（丸山勝正君） 再質問…… 

〇議長（伊藤新一君） 取り下げたので、再質はで

きないです。 

〇４番（丸山勝正君） 再質はできないのですね。 

〇議長（伊藤新一君） はい、取下げなので。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 すみません。了

解しました。失礼いたしました。取下げいたします。 

 では、要旨の２に行きます。要旨の２で、地域お

こし協力隊のお二人が今後地域に溶け込んでいただ

くためには、早めに地域交流の場をつくってはどう

かと考えます。例えば10月開催の産業フェスティバ

ルでの紹介の機会をつくるなどはいかがかなと思い

ますが、ご答弁お願いいたします。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 地域おこし協力隊の交

流の機会についてでございますが、議員ご指摘のと

おり協力隊の存在や活動を広く知っていただき、地

域の皆様からご支援をいただくことが円滑な活動の

継続に不可欠であると認識しております。これまで

取材活動などを通じて地域の皆様と交流する機会は

ございましたが、業務内容の打合せや研修などに要

する時間も多く、十分であったとは言えないと感じ

ております。今後は、業務の流れがおおむね整いま

したので、市内のイベントや地域の集まりへ参加す

る機会を増やしていく予定でございます。地域の皆

様に身近な協力隊として活動できるよう引き続き努

めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいた

します。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 まだ着任から半

年未満でありますので、紹介する機会をどんどん増

やして赤平に溶け込んでいただきたいなというふう

に思います。 

 続きまして、項目の２に移ります。飲食業出店に

つながる人材募集について。赤平での飲食店出店に

地域おこし協力隊の制度をもっと活用すべきではな
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いでしょうか。８月下旬、北海道新聞は３回にわた

り特集記事として上砂川町の地域おこし協力隊の取

組を紹介しております。協力隊には、具体的な活動

内容が決められているミッション型と自ら活動内容

を決められるフリーミッション型があり、上砂川町

の場合は担当者がフリーミッション型に振り切った

ことにより成果を上げているようです。全国の自治

体のうちフリーミッション型を採用している自治体

は、2024年度で12.5％と決して多くないことは運用

の難しさもあると思われます。しかし、隊員の個性

や熱意が地域に新しい風を吹き込む可能性があり、

赤平でもフリーミッション型を活用し、将来的に飲

食業の出店を目指す方を募集すべきと考えますが、

市の考えを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 赤平での飲食店出店に

地域おこし協力隊の制度を活用することについてで

ございますが、議員のご発言にございましたフリー

ミッション型は自治体が具体的に任務を指定せず、

隊員が自ら活動内容を計画するものであります。こ

の方式は、協力隊として活動する３年間がそのまま

開業準備期間となるため、任期終了後の起業と地域

への定着によりつながりやすくなることが期待され

ております。一方で、隊員にとっては、慣れない土

地で最長３年という限られた期間内に事業を軌道に

乗せる必要があり、非常に厳しく困難な挑戦となる

側面もございます。これまでの生活をなげうち、赤

平で起業したいという熱意を持って来てくださる方

々のため、市としてもしっかりと受入れ態勢を整え

て活動をサポートしていく責任がございます。これ

らの点を踏まえ、来年度の地域おこし協力隊の募集

内容を検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 本当に全ては人

なのではないかなと思います。ご答弁にもありまし

たが、自分の人生をかけて飲食店を例えば開業する

というような挑戦になるわけですから、それを赤平

でチャレンジしていただける方が実際のところ本当

に欲しいなと、そういう方が来てほしいなという思

いで、またミッション型とフリーミッション型をう

まく融合した形のケースというのも調べましたらあ

るようでございますので、うまく活用しながらぜひ

ぜひそういう募集をしていただきたいことを要望い

たします。以上で件名１を終わります。 

 続きまして、件名２です。赤平市コミュニティ広

場について、項目の１、まちの活性化に向けた管理

及び整備について、要旨の１、赤平市コミュニティ

広場の成り立ち、現在の管理状況についてお伺いい

たします。 

〇議長（伊藤新一君） 建設課長。 

〇建設課長（清水亘君） ただいまご質問の赤平市

コミュニティ広場の成り立ちについてでございます

が、当広場はズリ山展望広場と同様に赤平市開基100

年記念事業の記念施設として平成２年に整備された

ものでございます。 

 次に、管理状況についてでございますが、コミュ

ニティ広場については建設課が所管し、都市公園と

同様に公園施設として維持管理しております。また、

当広場に隣接し、道道に面した市有地につきまして

は、特定の用途が定められていないことから、普通

財産として財政課が所管し、管理しております。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 今のご答弁で初

めて知ったのですけれども、ズリ山展望広場と兄弟

の関係のような場所だということで、また管理維持

が入り組んでいるということも理解いたしました。 

 要旨の２につながるのですけれども、赤平の火ま

つりメイン会場として、また多くの野外イベント会

場として使用されている場所でありますが、整地さ

れていない場所があり、雨天の場合は水はけが悪く、

晴天ではほこりまみれになるといった利用者の評判

も聞いております。火まつり以外にもまちの活性化

につながるイベント、今年であればオールドカーミ

ーティング赤平、赤平わんにゃんフェス、西出興業

株式会社のお客様大感謝祭等開催されており、整地
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がされればますます利用促進につながるものと考え

ます。今後の整備について市の考えを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 財政課長。 

〇財政課長（丸山貴志君） ただいまのご質問のコ

ミュニティ広場に隣接する市有地の整備についてで

ございますが、当市有地につきましては各種イベン

トにおいてコミュニティ広場と併せて活用されてお

りますが、これまで十分な整備がされてこなかった

状況でございます。議員ご指摘のとおり、天候によ

っては排水性が悪く、水たまりやほこりの発生によ

り履物が汚れるなど利用者にとって快適とは言い難

い環境であることは認識しているところでございま

す。このような状況を踏まえまして、舗装化も含め

た整備について以前検討した経緯はございますが、

対象面積が広大であり、工事費も多額となることか

ら、これまでのところ実施には至っておりません。

しかしながら、当市の一大イベントであるあかびら

火まつりのメイン会場として、また地域活性化に資

する各種イベントの開催場所として多くの市民に利

用されている現状を踏まえますと、利用しやすい環

境整備が重要であると考えております。今後につき

ましては、財政状況を慎重に見極めながら検討して

まいりたいと考えておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 広大な面積の場

所でありますので、一度では整地等かなり予算も含

めて難しいかと思いますけれども、今後のまちの活

性化につながる場所でございますので、ぜひ今後の

整地等の検討をしていただきたいなというふうに思

います。以上で件名２を終了いたします。 

 次の質問に移ります。件名３、まちのＰＲについ

て、ふるさと納税の新商品についてでございます。

要旨の１、赤平市の備蓄・買い置き収納セット、こ

れは６月に発表されましたけれども、エリエールペ

ーパー赤平工場製のトイレットペーパーと箱ティッ

シュ、レッドホースコーポレーションが昨年開発し

た赤平産ゆめぴりかを使用したアルファ化米、エー

スラゲージ北海道が強化段ボールで作った収納ボッ

クス、以上４点を１セットにしたもので、これは単

なる防災用品の詰め合わせではなく、赤平市内で製

造される安心なもので構成されており、これは現在

一般向けという形ではありますけれども、企業や団

体向けの防災備蓄セットとして今後展開できる可能

性を感じます。今後の展開、ＰＲについて市の考え

を伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 赤平市の備蓄・買い置

き収納セットについてでございますが、６月の26日

から受付を開始しております。まだ寄附は入ってお

りませんが、赤平市産ゆめぴりかやエースラゲージ

の強化段ボール、エリエールの日用品など赤平市の

魅力を詰め込んだセットになっております。今回は、

非常時の備えをコンセプトにしておりますが、内包

している商品は日常使いができるものですので、賞

味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を

買い足すローリングストックをしながら活用してい

ただければと考えております。なお、以前にレッド

ホースコーポレーションの広報を通して東京新聞、

ＰＲタイムス等の広告に掲載いただき、また赤平市

からも北海道新聞に情報提供し、掲載されたところ

であります。今後につきましてもこの商品だけでな

く、赤平市の魅力と一緒に各ポータルサイトや公式

ホームページを雑誌などＰＲを図ってまいりたいと

考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 記事を拝見いた

しますと、ふるさと納税の10年間の取組で培った信

頼の上で完成した結晶なのかなというふうに感じま

した。防災備蓄品ということで全道、全国にＰＲで

きる、横展開できる商品開発ではないかなというふ

うに思いますので、ぜひＰＲに力を入れていってい

ただきたいなというふうに思います。 

 最後の質問に移ります。項目の２、ＩＣＴを活用

した地元建設会社の功績について。植村建設株式会

社が導入している重機の遠隔操縦システム、その普
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及促進の取組が2025年度日本建設機械施工大賞地域

賞部門で最優秀賞を受賞しました。このシステムは、

無人重機にカメラなどの機材を搭載し、携帯電話の

通信回線を使って遠方から映像を見ながらオペレー

ターが手元で操作する装置で、コントローラーが家

庭用ゲーム機と同じというのが画期的なアイデアで

す。７月16日から19日には、大阪・関西万博と連携

した未来モノづくり国際エキスポ、ウェルビーイン

グ建設技術展にブースを設け、1,150キロ離れた赤平

市の実証実験場にある重機の遠隔操縦体験を実施し

ています。情報通信技術、ＩＣＴを取り入れ、建設

業界の課題解決、働き方改革につながる今回の受賞

を市としてどう評価しているか、また今後どのよう

なＰＲを考えているかお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ＩＣＴを活用した地元建設会

社の功績についてでございますが、近年生産性の向

上や人材不足の解消、安全性の確保等のためＩＣＴ

技術が様々な分野に広がりを見せていることは認識

しております。このたび地元企業が先進的な重機の

遠隔操縦システムを導入し、その普及促進への取組

が評価され、日本建設機械施工大賞地域部門で最優

秀賞を受賞されたことはすばらしい功績だと思って

おります。赤平市といたしましても今回の受賞につ

いて広報紙やＳＮＳにてＰＲしてまいりたいと考え

ております。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 先ほど取り上げ

ましたふるさと納税の備蓄買い置きセットしかり、

今回の植村建設さんのこのようなシステムを作って

一生懸命頑張っていらっしゃるというところのそう

いったような明るい話題をどんどんＰＲ、発信して

いただきたいなというふうに訴えまして、私の全て

の質問を終わります。 

 以上でございます。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午後 ０時０３分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序４、１、市政運営について、２、学校教

育について、議席番号３番、渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 議席番号３番、

新政クラブ、渡部修之です。通告に従い、質問させ

ていただきますので、ご答弁のほうよろしくお願い

いたします。 

 まず、件名１、市政運営について、項目の１、赤

平の将来像について、要旨の１、住民の豊かさにつ

いて。令和５年の第３回定例会において、課題が山

積している将来の赤平に対し、行政としてやるべき

こと、やっておくべきことはないのかという質問に

対して、住民の豊かさを求めることこそ本当の自治

体、行政の役割であるという答弁がありました。市

長が思う住民の豊かさとは、どのような状況、状態

になることが住民の豊かさにつながると考えている

のかを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 住民の豊かさについてでござ

いますが、地方自治体の目的は単なる事務処理の効

率化にとどまらず、市民の暮らしの質を向上させる

ことにあると私は考えております。地方自治法第１

条の２にも「地方公共団体は、住民の福祉の増進を

図ることを基本として、地域における行政を自主的

かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」

と定められており、これに基づいた考え方でありま

す。そこで、私が考えている住民の豊かさとは何か

と申しますと、まず安定した仕事や暮らしを支える

経済的な豊かさ、医療や福祉、防災といった安心の

仕組みによる生活の豊かさ、文化、教育、スポーツ

などを通じて心を育む豊かさ、そして自然環境や住

環境の快適さといった面の豊かさを指しておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で、市長が求める住民の豊かさとは、まず安定した
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仕事や暮らしを支える経済的な豊かさとの答弁でし

た。今の赤平市の状況は、企業の移転、閉鎖、撤退

が増加しています。そのような状況で将来像を考え

ると、市長が思う安定した仕事や暮らしを支える経

済的な豊かさを求めることは非常に厳しいのではな

いかと思うのですが、赤平市の将来を考え、安定し

た仕事を確保するために注力している施策は何なの

か、いつ頃までに何をどうするといった具体的な数

値目標はあるのか伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 赤平市の将来を考え、

安定した仕事を確保するために注力している施策は

何なのか、いつ頃までに何をどうするといった具体

的な数値目標についてでございますが、市の人口減

少対策に特化した重点プロジェクトであります赤平

市しごと・ひと・まち総合戦略では地元産業の強み

を生かした雇用確保と地域産業の振興を基本目標の

一つに掲げ、令和７年度から令和11年度までの地元

新規雇用者数750人を数値目標とし、移住、定住促進、

就職祝金、奨学金返還免除、起業支援事業補助金、

店舗整備魅力向上助成金、農業後継者担い手サポー

ト事業などに取り組んでおります。また、総合戦略

事業には位置づけておりませんが、企業振興促進条

例に基づく課税免除、設備投資、新規雇用者への助

成にも取り組んでおります。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で雇用確保の数値目標として、今年度から令和11年

度までに地元新規雇用者数750人を目標としている

ことが分かりました。この数値目標は、あくまで新

規雇用者の人数であり、解雇される人数を含めた全

体の雇用者数とは別な数値だと思います。赤平市は、

商工業界に対して様々な事業を展開していますが、

企業を減少させずに増やしていくことを目指し、企

業誘致などにももっと力を入れて取り組んでいただ

き、赤平の商工業界が活気にあふれ、医療や福祉、

防災、文化、教育、スポーツ、さらには自然環境や

住環境の快適さなどを充実させ、将来の赤平の住民

が豊かになるように先を見据えた施策をしていただ

けることを強く要望して、この質問を終わります。 

 続きまして、項目２、赤平駅前の再開発について、

要旨の１、駅前商店街について。最近では、北洋銀

行の閉鎖、ブロンディの閉鎖に加え、カメラ店、飲

食店の閉店と駅前の商業店舗が減少しています。情

報では、これから閉鎖する予定の店舗や数年後には

廃業するしかないと言っている店舗もあります。駅

前商店街に対して市のほうでは様々な助成金や補助

金で対応していますが、その成果による駅前の活性

化よりも早く駅前の衰退が進んでいるのではないか

と思うのですが、赤平市として現在の状況を踏まえ、

駅前の再開発などの考えはあるのかを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 赤平市として

の現状を踏まえた駅前再開発などの考えについてで

ございますが、銀行の移転や店舗の閉鎖などにより

大変厳しい状況にあることを市として強く認識して

おります。これまでも企業支援事業補助金や店舗整

備魅力向上事業助成金などによる事業者支援を行っ

てまいりましたが、地域経済の衰退を食い止められ

なかったことも承知しております。駅前再開発は、

多額の費用と長期的な視点を要する大きな事業であ

り、行政側で一方的に進めるのではなく、商工会議

所や商店街の皆様との協議を通じて持続可能な駅前

の将来像を共有しながら検討していく必要がありま

す。市といたしましても、まずは商業店の誘致や関

係者との協議を深め、将来的な駅前再開発の可能性

も含めて検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 確かに駅前再開

発には多額の費用がかかると思います。長期的な視

点も必要でしょう。しかし、このような状況は、か

なり前の段階で予測できたのではないかと思いま

す。市としても補助金や助成金だけでは駅前商店街

の衰退を止められないことや店舗の閉鎖情報なども

入っていたと思いますが、商工会議所からの要望書
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も提出されている中で今回の質問が出る前に市とし

て何らかの動きをしていたのかを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） これまで市と

いたしましても起業や店舗の魅力向上、イベント開

催などの支援を行ってまいりましたが、人口減少や

コロナ、物価高騰などの社会全体を覆う構造的な変

化が進む中で行政だけで経済活動を再興させること

は極めて困難な状況にあります。駅前商店街の衰退

を予測し、市として何らかの動きをしていたのかと

の指摘でございますが、今年１月に商店街実態調査

を実施し、その結果を踏まえ、後継者問題や事業承

継に関する問題を商工会議所と情報共有し、今月に

事業承継個別相談会を実施することになっておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 今の答弁で今月

中には事業承継個別相談会を実施することが分かり

ました。その結果を基に商工会議所と情報共有、連

携して今の赤平駅前をどのように変えることができ

るのか、どのような方向性を持つべきなのかを検討

していただき、歩いて生活できるまちづくりのため

にも駅前商店街が持続可能な商業地域になるように

商工会議所、諸団体との協議を進め、難しい問題だ

とは思いますが、できるだけ早い段階での対策をし

ていただけることを期待しています。 

 次の質問行きます。項目３、安全・安心で快適に

暮らせるまちについて、要旨の１、市内の防犯体制

について。最近の赤平市は、窃盗事件や粗暴事件が

増えてきているようです。そして、まだ犯人が捕ま

っていない事件もあります。これは、証拠になる映

像が少ないことも確かな事実であると思います。防

犯都市宣言をしている赤平市は、防犯カメラの設置

を進めていますが、絶対数が不足しています。行政

だけが防犯カメラの設置数を増やすのではなく、民

間団体や個人、企業が防犯カメラを設置しやすくす

るためにも防犯カメラ設置に対しての助成制度は必

要であり、それが官民一体となった赤平市の防犯に

つながると思いますが、市長の考えを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 防犯カメラの設置に対する助

成制度についてでございますが、これまでの議会で

のご議論に加え、防犯協会との協議も踏まえ、本市

では新たに防犯カメラ設置に対する助成制度の創設

に向けて検討しているところであります。今後とも

市民の皆様が安全、安心で快適に暮らせるよう努め

てまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で防犯カメラ設置に対する助成制度の創設に向けて

検討していることが分かりました。今回の検討とい

う言葉には、やる意思があると思われますが、助成

制度の運用開始はいつ頃を予定しているのかを伺い

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 助成制度の運用開始時

期につきましては、関係機関等とも協議しながら、

まとまり次第早期の予算提案をするべく進めてまい

りたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 早期の予算提案

をするべく進めるということは、３月定例会で予算

を盛り込み、来年度から助成制度の運用開始を予定

していると理解してよろしいですか。 

〇議長（伊藤新一君） 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 繰り返しになりますが、

関係機関等とも協議しながら、まとまり次第早期の

予算提案をするべく進めてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 分かりました。

防犯協会をはじめとする諸団体や赤歌署との協議が

終わっていない状況で予算提案の時期を断言するの

は、難しいことは理解します。早期に助成制度の運

用開始をすることを行動で示していただきたいと思

います。協議を早く進め、３月定例会で予算が提出
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され、来年度には防犯カメラ設置に対する助成制度

の運用が開始されることを期待しています。 

 次の質問行きます。件名２、学校教育について、

項目１、生活習慣、学習意欲について、要旨１、中

学生からの学力低下について。令和５年の赤平市小

中学校学力の状況のお知らせによると、国語、算数

においては赤平市の小学生で全国平均に近いところ

ですが、中学生では全国平均を大きく下回る結果と

なっているようです。このことは、中学生になると

ともに生活習慣の乱れも増加傾向にあることとつな

がりがあるのではないかとの予想もできますが、根

本的な原因の究明やこれからの対策としてどのよう

なことをしているのかを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 中学生の学力についての

質問でありますが、議員がおっしゃる令和５年の全

国学力・学習状況調査、これの結果を見てみますと、

小学校６年生が国語、算数ともに全国平均を上回り、

中学校３年生が国語、数学とも全国平均を下回った

ところであります。全国学力・学習状況調査の対象

学年は、小学校６年生と中学校３年生でございまし

て、当然調査対象児童生徒は毎年替わりますので、

学年ごとの学力の結果が顕著に反映されるほか、ほ

かの自治体と比べ母集団となる調査対象の児童生徒

が少ないため、平均となります一人一人の成績が大

きく結果に現れる状況であります。しかしながら、

一つの指標として数値化されるわけでありますの

で、全国平均、全道平均との比較の中で結果として

重く受け止めているところであります。 

 そこで、中学生からの学力低下は、生活習慣の乱

れに起因するのではないかというご質問かと思いま

すが、確かにそれは一因かと考えております。生活

習慣の乱れとは、様々な要因があるかと思いますが、

例えば心身の発達、思春期による影響、家庭環境、

友人関係、自己管理能力などが挙げられるのではな

いでしょうか。議員のこれまでの質問にもありまし

たが、スマホ、ゲーム、ＳＮＳへの依存などにより

睡眠不足、昼夜逆転などする中で学習、授業内容も

難しくなり、つまずきも増え、結果的に学習意欲、

学習時間が削られるといった傾向も見られます。こ

うした生活習慣の乱れを改善するためには、生徒本

人の意識はもちろんですが、学校では子供に寄り添

ったきめ細やかな対応に努めております。現在赤平

中学校では、生徒の学力向上を図るため授業改善に

取り組み、また教員も自校、他校の公開授業や各種

研修に参加し、授業の在り方について研さんを積ん

でおります。加えて、家庭学習も重要でありますこ

とから、生徒用、保護者用の２種類の家庭学習ガイ

ドを作成し、教科ごとの勉強の仕方などを記載した

冊子の配布、あるいはタブレット端末の持ち帰りを

推奨し、ＡＩドリルなどを活用していただいており

ます。学力向上と生活習慣の改善、非常に難しい課

題ではございますが、学校と教育委員会が連携し、

引き続き取り組んでまいりますので、ご理解いただ

きますようお願い申し上げます。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

は、調査対象になる児童生徒は毎年替わるので、令

和５年の学力調査だけでは判断が難しいが、中学生

からの学力低下は生活習慣の乱れも一因かと考えて

いる、そのために様々な対応をして学力向上と生活

習慣の改善に取り組んでいくという内容だったと思

います。確かに単年だけでの判断は正確性に欠ける

と思いますが、傾向としてそのような状態になって

いるのも事実だと思います。思春期を迎えた生徒た

ちの生活習慣を改善することは、非常に難しいこと

だと理解はできますが、受験期を迎える生徒たちの

将来を考えると、中学３年生での学力低下は何とか

食い止めたいと試行錯誤していると思いますので、

学校側の努力だけではなく、生徒たちにも理解させ、

学校、生徒ともに協力して学力向上を目指せる仕組

みをつくっていただき、この学校でよかったと思う

生徒が増えることを期待しています。 

 以上で私の質問全てを終了いたします。ありがと

うございました。 
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〇議長（伊藤新一君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 １時２１分 散 会） 
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